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   子どもの医療費無料化に関する意見書について 

 

 子どもの医療費無料化に関する意見書を愛西市議会会議規則第１３条第

２項の規定により提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子どもの医療費無料化に関する意見書（案） 

 

 我が国では急速に少子、高齢化が進んでおり、このまま少子化の流れが続

けば社会、経済に深刻な影響が出てくるものと思われる。 

少子化の背景にはさまざまな要因が挙げられるが、子育てにかかる経済的

な負担の重さが大きな要因の一つと言われており、国においてもその軽減策

については、緊急の課題としてとりくまれているところである。 

その重要な施策として、現在多くの自治体で子どもの医療費無料化制度が

すすめられているが、対象年齢など制度の内容が各地方公共団体で異なって

いるのが現状である。また、国として中学校卒業までの子ども医療費無料化

制度がないため、厳しい状況にある地方財政にとって大きな負担となってい

る。 

 同じ病院に通いながら、自治体によって医療費の格差が生じ、子育て世代

から大きな疑問の声が上がっている。 

 また、各自治体で行っている現物給付による子どもの医療費助成に対し

「ペナルティ」として、国民健康保険の国庫負担金が減額される仕組みとな

っているが、子ども医療費を無料にすることは、病気の早期発見・早期治療

につながり、結果的に医療費削減につながるものと考えられる。現物給付に

よる子ども医療費助成に対し、国民健康保険の国庫負担金を減額することは

やめるべきであり、安心して子どもを産み育てられる社会にするためには、

国の制度として中学校卒業までの子ども医療費無料化の実現がもとめられ

ている。 

よって、政府に対し以下の事項を実現するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 国の制度として、中学校卒業までの子ども医療費無料化制度を創設する

こと。 

２ 現物給付による子ども医療費助成に対し、国民健康保険の国庫負担金減

額をやめること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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